
 

民 生 環 境 協 議 会 協 議 事 項 
 
 
 
 
 
 
 

 ○ 所管事項の報告について 

１ 令和６年度保育料等の算定誤りについて 

２ 八戸市一般廃棄物最終処分場の火災について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 令和６年 12 月 17 日(火) 

   本会議終了後 

場所 第三委員会室 



 

 

令和６年度保育料等の算定誤りについて 

 

１．概要 

保育施設の利用に当たっては、世帯の所得状況に基づき、保育料の算定及び副食費の徴収免

除の判定を行っている。 

このたび、令和６年９月から令和７年３月分の保育料算定及び副食費徴収免除の判定に誤り

があり、決定した保育料の大半が本来より低い金額となっていたこと、また、対象外の方に副

食費の徴収免除決定通知を送付していたことが判明したもの。 

 

２．経緯 

８月22日 令和６年度の税額に基づく保育料決定通知書発送 

８月29日 令和６年度の税額に基づく副食費徴収免除決定通知書発送 

11月１日 児童転出先の自治体からの問い合わせにより、判定に用いた子ども・子育て支援

システム内の市民税所得割額に誤りがあることが判明。 

 

３．発生原因 

保育料及び副食費の徴収免除の判定に用いる住民税情報は、住民税課の税総合システムと連

携しており、システム委託事業者が当課の子ども・子育て支援システムに取り込んでいる。 

令和６年度市民税所得割額について、当市では、定額減税額を差し引いた額になるよう個別

カスタマイズしていたことから、本来はこれ以上差し引く必要がないところ、当課システムに

税情報を取り込む際、定額減税額を差し引く修正プログラムを適用したことにより、二重に差

し引かれた金額を用いて算定したため。 

 

４．対象件数及び金額 

  令和６年９月から12月分の追加徴収 

(1) 保育料（０歳から２歳児クラス） 

   延べ件数  5,696件 / 金額  18,189,970円 

   実児童数  1,501人 / 対象世帯数  1,439世帯 

   参考：児童１人・ひと月当たり影響額 平均約3,200円程度 

(2) 副食費（教育認定及び保育認定の３歳以上児クラス） 

延べ件数 1,508件 / 金額  7,238,400円 

     実児童数  381人 / 対象世帯数  344世帯 

     参考：児童１人・ひと月当たり影響額 概ね4,800円程度 

 

５．今後の対応 

令和６年12月 24日 対象者へお詫びの文書とともに保育料等決定等通知発送 

12月下旬以降 保育施設経由で追加納付依頼  

 

６．再発防止策 

システム委託事業者と市が業務執行状況を相互に確認するとともに、取り込んだ税額が正

確か税担当課に確認を行い、チェック体制の強化を図る。 

 

民 生 環 境 協 議 会 資 料 
令和６年１２月１７日 
こども健康部こども未来課 
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八戸市一般廃棄物最終処分場の火災について 
 

１．経過 

（１）令和６年 10 月 21 日(月) 

・火災を覚知。 

・消防による消火活動後、消防署から現場保存指示 

・被害範囲の調査は、現場の危険性から消防の確認を受けるよう指示 

 （２）令和６年 11 月 21 日（木） 

    ・民生環境協議会で火災状況等を報告（第１回目の報告） 

（３）令和６年 11 月 28 日（木） 

・現場の危険性等調査のため消防署と合同で試掘実施 

・危険性がないことが確認できたため現場保存指示が解除 

（４）令和６年 12 月５日（木） 

・被害状況調査のための試掘実施 

 

２．試掘で判明した被害状況 

（１）試掘の方法 

・東側 92m、南側 10m のうち３箇所について、壁側の埋立物を深度 1.5m、 

幅 1.5m、長さ計 30m に亘りを重機で掘削（添付資料１） 

（２）被害の状況 

・出火元（東側中央部付近の幅５mの範囲）では、遮水シート、保護マット、 

ガス抜き管が焼失し視認できないことから、深度 1.5ｍよりさらに深い場 

所まで被害があることを確認（添付資料２） 

・それ以外の２箇所については、遮水シート、保護マット、ガス抜き管が焼 

失せず残っていたことから、埋立地下側への被害がないことを確認（添付 

資料３，４） 

 

３．火災の原因と対策 

（１）火災の原因 

・火元がなく、堆積物の自然発火と推測されるが、消防署にて調査中 

（２）第 2 区画での対策 

・発火の予防のため週６日の散水を実施中 

 

４．今後予定するスケジュール 

（１）既決予算を活用し、試掘していない残りの箇所、及び出火元のより深い深 

度までの掘削を委託等の発注により実施し、全体の被害範囲を把握(1 月目処) 

（２）被害範囲の把握後、修繕費を予算化し、遮水シート等の修繕を実施。 

（３）また、第３区画については、火災予防対策等を消防と協議中であり、対策に 

問題がないと判断されれば年度内に廃棄物受入を開始。 

（４）第２区画については、遮水シート等の修繕を実施後、受入を再開 

民生環境協議会資料 

令 和 ６年 12 月 17 日 

市民環境部 清掃事務所 
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添付資料１ 最終処分場被害箇所平面図 

 



ポイント(2)掘削後

ポイント(2)出火元
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添付資料２　八戸市一般廃棄物最終処分場第２区画火災　ポイント(2)



ポイント(1)掘削前

ポイント(1)掘削後
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添付資料３　八戸市一般廃棄物最終処分場第２区画火災　ポイント(1)



ポイント(3)掘削前

ポイント(3)掘削後
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添付資料４　八戸市一般廃棄物最終処分場第２区画火災　ポイント(3)


